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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う 

宗像市小規模事業者緊急支援金 

申請要領 
2020 年 5 月 15 日更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本支援金は宗像市独自の支援金ですので、国の持続化給付金（法人 200 万円、個人事業

者 100 万円）や福岡県の中小企業緊急支援金と重複して給付を受けることができます。 

※新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、窓口での申請手続きによる「密集」、 

「密接」を防ぐため、申請書類は郵送で受け付けております。 

 

※５月１５日変更点 

・市内在住の個人事業者について、従業員数の制限を廃止します。（３P 参照） 

・開業届は 2020 年 5 月 14 日までに提出されているものに限ります。（４P 参照） 

 

【募集期間】 

受付開始  ２０２０年４月２９日（水） 

   受付締切  ２０２０年６月３０日（火）［当日消印有効］ 

【申請書類一式提出先】  

〒811-3492 （住所不要）宗像市商工観光課（緊急支援金）あて 

【申請書類問い合わせ先】  

  緊急支援金ダイヤル  0940－36－9616  

           メール    shien@city.munakata.fukuoka.jp 

   受付時間 平日 9：00 ～ 17:00  
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宗像市小規模事業者緊急支援金申請要領 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している市内の小規模事業者等の経費負担を

軽減し、事業の継続を支援するため支援金を交付します。 

 

１．対象者（支給要件） 

次のア～エの条件を満たす事業者が対象となります。 

 

ア． 小規模事業者または個人事業者であること。 

［小規模事業者］ 

小規模事業者とは、常時使用する従業員が２０人以下（商業、サービス業は５人以下）の事業者

です。ただし、サービス業のうち宿泊業・娯楽業・旅行業については、常時使用する従業員の数

２０人以下を対象にします。（中小企業基本法第２条第５項の規定及び商工会及び商工会議所に

よる小規模事業者の支援に関する法律など３法の政令の定めるところによる。） 

業種 人数 

商業・サービス業（宿泊・娯楽業・旅行業除く） 常時使用する従業員の数 ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業・旅行業 常時使用する従業員の数 20 人以下 

製造業・その他 常時使用する従業員の数 20 人以下 

 

以下の業種が、商業・サービス業です。それ以外は原則として「製造業・その他」へ分類されま

す。 

卸売業 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属、機械器具卸売業、 

その他の卸売業 

小売業 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、 

無店舗小売業、持ち帰り・配達飲食サービス業 

サービス業 情報通信業、放送業、情報サービス業、映像情報制作・配給業、音声情報制作業、広告制作業、 

映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業、不動産業、物品賃貸業、駐車場業、物品賃貸業、 

学術研究、専門・技術サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業（旅行業は除く）、教育、学習支

援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業（他に分類されないもの） 

 

常時使用する従業員とは、以下のとおりです。 

① 臨時従業員・パートであっても、当該事業の経営に不可欠な人員で実質常時雇用的なもの

は、常時使用する従業員に含まれます。 

② 法人の役員、個人企業の場合の家族従業員は常時使用する従業員には含まれません。 

③ 法人で支店を有する場合や異業種事業を営んでいる場合、すべての従業員が対象になりま

す。 
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［個人事業者］ 

    本支援金の対象となる「個人事業者」とは、収入の半分以上が「事業収入」であることとします。

「事業収入」は、確定申告書Ｂ「収入金額等」の欄の「㋐営業等、㋑農業」の項目に該当する収

入のことをいいます。 

    なお、市内在住(※１)の個人事業者について、従業員数の制限はありません（５月 15 日変更）。市

外在住の個人事業者については、業種、従業員数の定義は小規模事業者と同様に取り扱います。 

    （※１）市内在住の確認は令和２年 5 月 15 日までに届け出をされているもので確認します。 

 

イ． 宗像市内に事業所、店舗等を有すること。 

事業所等の確認は、法人にあっては本店または支店所在地を市内に有する者、個人事業者にあ 

っては市内での事業実態が確認できる者とし、申請時において事業を継続している者とします。 

  

ウ． 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月、３月、４月または５月のいずれか  

の月の売上額が前年同月比で 15％以上減少していること。 

令和２年２月から５月までの間のいずれかの月における売上額と前年同月の売上額を比較しま

す。ただし、新規創業や店舗数の増加等により前年同月との比較が困難な場合は、特例として令

和元年 11 月から令和 2 年 1 月までのうち事業を行った月の平均額を比較します。 

 

エ． 以下いずれにも該当しないこと。 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 

・ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を有する者 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、 

当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う個人事業者または法人 

・ 宗教法人 

・ 政治団体 

・ 支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者 

 

２．支給額 １事業者あたり 30 万円  

※同一人物が複数事業を行っている場合は、１事業のみ申請可。 

（例）宗像太郎さんが申請する場合     いずれか１つでのみ申請可能。 

 

 

 
（株）宗像産業 

 代表取締役 宗像 太郎 

 

（株）宗像会社 

 代表取締役 宗像 太郎 

 

【個人事業者】 

宗像 太郎 
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３．申請書類一覧 

以下の資料１～8 をご用意いただき、ご提出ください。 

 

１ 宗像市小規模事業者緊急支援金交付申

請書（請求書）（様式第１号） 

申請要領 6 ページを確認いただき、作成してください。 

申請書は、交付決定した後に請求書として取り扱います。 

２ 宗像市小規模事業者緊急支援金交付申

請に係る誓約書（様式第２号） 

申請要領 7 ページを確認いただき、作成してください。 

 

３ 宗像市小規模事業者緊急支援金交付申

請に係る売上額計算書（様式第 3 号） 

※売上額を前年同月と比較せず、特例の売上比較を行った場

合のみ、申請要領 8 ページを確認いただき、作成してくださ

い。 

４ 2019 年分の確定申告書類の写し 確定申告書類のうち、①～②を提出してください。 

① 申告書（確定申告書 B、または、法人税申告書別表一） 

②【個人】青色申告決算書、または、収支内訳書 

【法人】法人事業概況説明書 

※宗像市で課税をされていない方は、税務署の収受印が押印されて

いるものの写し（電子申告送信時「受信通知」）をご提出ください。 

５ 減収月の事業収入額を示した帳簿等の

写し 

 

【全員】 

令和 2 年２～５月の売上が減少した月の売上台帳等 

【4②で収支内訳書を提出する場合】 

 平成 31（令和元）年の月別売上台帳等（１年分） 

【前年同月に事業を行ってない場合】 

令和元年 11 月から令和 2 年１月までの月別売上台帳等 

６ 事業所の所在地が確認できる書類の写

し 

開業届（※）、営業許可証、課税明細、賃貸借契約書 等 

※確定申告書類の写し（青色申告決算書、収支内訳書等）で

分かる場合は不要 

７ 通帳の写し（金融機関名、口座番号、口座

名義（カナ）が分かるもの） 

ネットバンキングの場合は、口座番号等が分かるパソコン画

面をプリントアウトしたもの等 

８ 本人確認書類 

【個人事業者のみ】 

運転免許証、健康保険証等の写し 

 

※開業届は、2020 年 5 月 14 日までに提出されているものに限ります。（2020 年 5 月 14 日以前の税務 

署受付印が必要です）（５月１５日変更） 

※申請者が記載した申請内容（従業員数、売上額等）について虚偽が判明した場合、受給した支援金の返

還を命じる場合があります。 

※なお、ご提出いただいた資料で支給要件をすべて確認できない場合は、追加資料の提出をお願いする

ことがございますのでご了承ください。 
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＜申請書様式のダウンロードができない場合＞ 

以下の場所にて申請書（様式）を準備しています。 

【宗像市役所】 宗像市役所 北館 2 階 202 会議室 、大島行政センター 

【宗像市商工会】宗像市商工会本所 

  

４．申請期間  

令和２年４月２９日（水）～令和２年６月３０日（火）※当日消印有効 

 

５．申請から支援金給付までの流れ 

                 

              

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．申請方法・申請先 

新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、申請書類は郵送で受け付けております。 

封筒等の表面に 「緊急支援金書類在中」と朱記してください。なお、郵送料は申請者負担となります。 

【郵送先】〒 811-3492 （住所不要）宗像市商工観光課（緊急支援金）あて 

 

７．本件に係るお問い合わせ（宗像市商工観光課） 

  緊急支援金ダイヤル  0940－36－9616  ［受付時間：平日 9：00 ～ 17:00］ 

  ※4 月 29 日(水)～5 月 10 日(日)は土日祝日も受け付けます。 

  ※メールでのお問い合わせも可能です。 Email:shien@city.munakata.fukuoka.jp  

 

 
「３．申請書類一覧」をご覧いただき、申請書類をご準備ください。 

※ 申請書類は、宗像市のホームページからダウンロードができます。 

 

 

 

申 請 

申請書類審査 

支援金の支給 

申請書受付後、市で審査を行います。 

※ 必要に応じて、記載内容等について確認することがあるほか、 

  追加で書類の提出をお願いすることがあります。 

申請書を受付後、２週間程度で指定の口座へ振込みます。 

※ 審査内容によってはこの限りではありません。 
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様式第 1 号：記載例                    （様式第１号）                                            

宗像市小規模事業者緊急支援金交付申請書（請求書）                                                                       

                                                                      令和２年５月１日 

宗像市長 あて 

                 

                     申請者 所  在  地  宗像市東郷１丁目 1－1   

宗像ビル３階   

法 人 名  宗像産業（株） 

（法人番号 123456789012    ）                    

代表者氏名 代表取締役 宗像 太郎 ㊞ 

生 年 月 日 昭和２５年１月１日 

                         性   別 男 ・ 女 

                          電 話 番 号 0940－11－1111 

   

次のとおり宗像市小規模事業者緊急支援金の交付を申請します。 

申請者の主たる事業内容 

（主要業種ひとつ☑） 

□漁業                    □商業・サービス業     

□宿泊業・娯楽業          □製造業・その他 

従業員数（※１）     １５  人 対象月（※２） 令和２年 ４ 月   

対象月の売上額（A）   1,600,000 円 
対象月の前年同月

の売上額（B）（※３） 
 2,000,000 円 

売上の減少率（％） 

（A－B）/ B 
      ▲ 20 パーセント（小数点以下切り捨て） 

（※１）従業員数は「常時使用する従業員数」。アルバイト、パート等を含みます。 

（※２）令和２年２月から 5 月までの間、売上額が前年同月から 15 パーセント以上減少している月を「対象月」とします。 

（※３）前年同月に事業を行っておらず売上がない場合は、令和元年 11 月から令和２年１月までのうち事業を行った月の

平均売上額を記載してください。 

 

金融機関名 
       銀行            支店 

         組合            支所 

         金庫            出張所 

預金種別 普通・当座 口座番号  １２３４５６ 

フリガナ  ムナカタサンギョウカブシキガイシャ ダイヒョウトリシマリヤク ムナカタ タロウ 

口座名義 宗像産業株式会社 代表取締役 宗像太郎 

【振込先】

書類に不明な点がある場合にお電話い

たします。必ず連絡のとれる連絡先を

記載してください。 

宗 像 東 郷

法人の場合は法人代表印を押印。 

代表者の誕生日を記載してください。 

法人名と法人番号は、法人の場合のみ記

載。個人事業者の場合は、記載不要。 

 

✔ 

確定申告書の法人事業概況説明書から

転記していただくか、直近の決算期末

において常時使用する従業員数を記載

してください。 

振り込み先は本人申請のものに限ります。 
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様式第２号：記載例                      （様式第２号） 

 

宗像市小規模事業者緊急支援金交付申請に係る誓約書                                                            

                                   令和２年５月１日 

宗像市長 あて 

                     申請者 所  在  地  宗像市東郷１丁目 1－1   

宗像ビル３階  

法 人 名  宗像産業（株） 

代表者氏名 代表取締役 宗像 太郎 ㊞ 

生 年 月 日 昭和２５年１月１日 

                         性   別 男 ・ 女 

                          電 話 番 号 0940－11－1111 

 

宗像市小規模事業者緊急支援金の交付申請にあたり、以下のとおり同意及び誓約します。 

 

1. 本支援金の審査のために、宗像市が申請者の課税台帳等を閲覧し、必要最低限の調査をする

ことに同意します。 

2. 申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 6 号に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者又は同法第

2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを誓約し

ます。また、本誓約内容について、市長が宗像警察署に照会することに同意します。 

3. 本支援金受給後も、市長が必要と判断した場合、関係書類確認、事情聴取、立入検査等の調

査に応じることに同意します。 

4. 申請者が記載した申請内容について虚偽がないことを誓約します。虚偽が判明した場合、受

給した支援金の返還を命じられる場合があることに同意します。 

 

 

 

 

代表者の誕生日を記載してください。 

様式第１号と同様に記載してください。 
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様式第３号：記載例                   （様式第３号）                                         

 

宗像市小規模事業者緊急支援金交付申請に係る売上額計算書 

 

宗像市長 あて 

                     申請者 法 人 名 宗像産業（株） 

代表者氏名 代表取締役 宗像 太郎  ㊞ 

 

 宗像市小規模事業者緊急支援金交付申請にあたり、以下の理由で前年同月と売上額の比較ができ

ませんので、以下のとおり提出します。 

 

１．前年同月比と売上額が比較できない理由 

 □ ①令和元年 11 月～令和２年１月に創業をしたため（開業日 令和２年１１月２４日） 

 □ ②会社の合併、または、店舗数等の増減により単純比較ができないため 

□ ③その他（                               ） 

 

２．平均売上額計算 

 計算に含める月の売上額 

令和元年 11 月                   円 

令和元年 12 月              １,０００,０００ 円    

令和２年 1 月             １,２００,０００ 円 

売上合計等                   ２,２００,０００ 円 （㋐） 

※1.①を選択した場合：月の途中で開業した場合、開業月の売上については、平均売上額計算に含めて計算をしても、

含めずに計算をしてもかまいません。計算をする月の売上額を記載してください。 

※1.②または③を選択した場合：令和元年 11 月～令和２年１月すべての月の売上額を記載してください。 

 

㋐ ÷ 売上を計算に含めた月数   1,1００,０００   円 

令和２年２月～５月のいずれか１か月間の売上額  

…対象月売上額㋒  

                      

㋒ ― ㋑ 

    ㋑ 

▲   45  ％（小数点以下切り捨て） 

令和２年 ４ 月の売上額 ６００,０００    円 

…平均売上額㋑ 

…15％減少していれば対象 

✔ 
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宗像市小規模事業者緊急支援金申請チェックシート 

申請書類を作成・提出される際にご活用ください。本チェックシートを提出する必要はありません。 

□ 小規模事業者、個人事業者の要件に該当しますか。（本申請要領２P、3P） 

□ 小規模事業者 ：常時使用する従業員数に相違はありませんか。  

□ 個人事業者：収入の半分以上は、事業収入（㋐営業等、㋑農業）ですか。 

□ 事業所（店舗）等の所在地は宗像市内ですか。（本申請要領３P）    

□ 令和２年２月、３月、４月または５月のいずれかの月の売上額が前年同 15％以上減少して

いますか。（前年同月に売上がない場合は、本申請要領３P を参照して計算してください。） 

【基本的な計算方法】 

 

 

□ （特例に該当する場合）様式３を作成し、売上計算を行っていますか。 

□ 申請様式第１号、２号、３号（該当者のみ）に所在地、代表者名等の記載があり、押印があ

りますか。（スタンプ印は不可）※法人の場合は法人の実印を押印のこと（印鑑証明不要） 

□ 法人の場合：法人番号を記載されていますか。  

□ 確定申告書の申告者名義と申請者は同一名義ですか。 

□ 必要書類はすべて添付されていますか（4P 参照） 

□ 必要書類の 4～８の書類は写しですか。（原本は不要です） 

□ 封筒等の表面に 「緊急支援金書類在中」と朱記してください。 

〒 811-3492 （住所不要）宗像市商工観光課（緊急支援金）あて 

 

□ 封筒に切手は貼っていますか。（郵送料は申請者負担となります。） 

＝×100▲  ％ 
① 令和 2 年  月売上額（     円）― ②平成 31 年（令和１年）  月売上額（    円） 

 ②平成 31 年（令和１年）  月売上額（    円） 
（小数点以下は切り捨て） 


